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【議案（条例その他 その４） 定県第107号議案】 
 
１ 神奈川県こども目線の施策推進条例の概要 

 

(1) 制定の趣旨 

こども基本法の趣旨等を踏まえ、こども目線の施策を推進するため、

県、事業者及び県民の責務等に関し、本条例を制定するものである。 

 

(2) 制定の内容 

ア 前文 

条例制定に至った経緯、制定の理念等 

イ 総則的な事項 

(ｱ) 目的、定義、基本理念（第１条～第３条関係） 

(ｲ) 県の責務、市町村との連携等（第４条及び第５条関係） 

(ｳ) こども・子育て支援機関等、事業者及び県民の責務（第６条～第

８条関係） 

ウ 基本的施策に関する事項 

(ｱ) こどもの意見表明等の機会の確保（第９条関係） 

(ｲ) 基本計画（第10条関係） 

(ｳ) 生命の尊厳、安全な生活等のための教育の充実（第11条関係） 

(ｴ) いじめ、児童虐待の防止等（第12条～第15条関係） 

(ｵ) こどもの社会的な自立のための支援（第16条関係） 

(ｶ) こどもの居場所づくり（第17条関係） 

(ｷ) 不登校、ひきこもり状態及び孤独・孤立の状態にあるこども等に

対する支援（第18条～第20条関係） 

(ｸ) 貧困の状況にあるこどもに対する支援（第21条関係） 

(ｹ) ヤングケアラーに対する支援（第22条関係） 

(ｺ) 医療的ケア児その他心身の機能の障害があるこども等に対する支

援（第23条関係） 

(ｻ) 母子等に係る保健及び医療に係る取組に対する支援（第24条関係） 

(ｼ) 子育て家庭に対する支援等（第25条及び第26条関係） 

(ｽ) 推進体制の整備（第27条関係） 

(ｾ) 人材の確保、育成等（第28条関係） 

(ｿ) 子育て支援に取り組む事業者の認証（第29条関係） 

(ﾀ) 表彰（第30条関係） 

(ﾁ) かながわこども・子育て支援月間（第31条関係） 
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(ﾂ) 調査研究（第32条関係） 

(ﾃ) 財政上の措置（第33条関係） 

エ 神奈川県子ども・子育て支援推進条例（平成19年神奈川県条例第６

号。以下「旧条例」という。）を廃止する。（附則第２項関係） 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

ア 施行期日 

令和７年４月１日 

イ 経過措置 

この条例の施行の際現に旧条例第16条第１項の認証を受けている事

業者は、第29条第１項の認証を受けている事業者とみなす。 
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【議案（条例その他 その４） 定県第112号議案】 

 

２ 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例の概要【福祉子どもみらい

局関係】 

 

(1) 改正の趣旨 

   収入証紙の利用を終了する手数料について、収入証紙以外の方法によ 

る徴収とするため、所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容  

指定居宅サービス事業者指定申請手数料など、12件の手数料を削除す

る。（別表の２ 手数料関係） 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

ア 施行期日 

令和７年４月１日 

  イ 経過措置 

(ｱ) この条例の施行の日前に証紙による収入の方法により徴収した

(2)の規定による改正前の収入証紙に関する条例別表の２ 手数

料の表に規定する手数料（(2)の規定による改正後の収入証紙に

関する条例別表の２ 手数料の表に規定する手数料を除く。以下

この項及び(3)イ(ｲ)において「廃止手数料」という。）に係る証

紙と知事が認めたものについては、令和８年３月31日までの間に

限り、廃止手数料の納付のために使用することができる。 

(ｲ) 廃止手数料の納付のために販売された証紙と知事が認めたもの

（消印されたもの又は著しく汚染し、若しくは損傷したものを除

く。）は、令和８年３月31日までに申請したときに限り、県に返

還して現金の還付を受けることができる。 

(ｳ) (3)イ(ｲ)の規定により還付を受ける者（収入証紙に関する条例

第５条第１項に規定する販売者を除く。）については、同条例第

７条第２項の規定は、適用しない。 
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令和７年３月末に収入証紙の利用を終了する手数料一覧 
 

 

 

福祉子どもみらい局関係 

名称 

指定居宅サービス事業者指定申請手数料 

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 

指定介護老人福祉施設指定申請手数料 

指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 

介護老人保健施設開設許可手数料 

介護老人保健施設変更許可手数料 

介護老人保健施設開設許可更新手数料 

介護医療院開設許可手数料 

介護医療院変更許可手数料 

介護医療院開設許可更新手数料 

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 

 

参考 
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【議案（条例その他 その４） 定県第114号議案】 

 

３ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の概要 

 

 (1) 改正の趣旨 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する府令の施

行に伴い、所要の改正を行うものである。 

 

 (2) 改正の内容 

給付金として支払を受けた金銭の管理を行う施設に母子生活支援施設

を追加する。（第16条関係） 

 

(3) 施行期日 

公布の日 
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【議案（条例その他 その４） 定県第115号議案】 

 

４ 保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の概要 

 

 (1) 改正の趣旨 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正を行うもので

ある。 

 

 (2) 改正の内容 

  ア 救護施設において個別支援計画を作成する規定を追加する。（改正

後の第18条第６項関係） 

 イ 更生施設における更生計画に関する規定を改正する。（第23条第１

項及び第２項関係、第24条第１項関係）  

 

(3) 施行期日 

   公布の日 
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